
提案の概要

教育長の行政処分について、
行政不服審査法の審査庁の明確化
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入学すべき小学校の変更申立て（学校教育法施
行令第８条の指定校変更）に対し、不許可とすべ
き事例が発生（教育長委任事務）

行政不服審査法第８２条の教示をする必要があ
るが、不服申立てをすべき行政庁はどこか？

提案に至った経過①

（参考）行政不服審査法
（不服申立てをすべき行政庁等の教示）
第８２条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て（以下この条において「不

服申立て」と総称する。）をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立
てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示し
なければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
２ 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が

不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることがで
きる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
３ 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければなら
ない。
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Ｑ行政不服審査法の審査庁とは？

第４条 審査請求は、法律（条例に基づく処分については、条例）に特別の

定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定める行政庁に対してするものとする。

一 処分庁等（処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は不作為に係

る行政庁（以下「不作為庁」という。）をいう。以下同じ。）に上級行政庁がな
い場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設
置法 （平成１１年法律第８９号）第４９条第１項 若しくは第２項 若しくは国家
行政組織法 （昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項 に規定する庁の長で
ある場合 当該処分庁等

二 宮内庁長官又は内閣府設置法第４９条第１項 若しくは第２項 若しくは
国家行政組織法第３条第２項 に規定する庁の長が処分庁等の上級行政
庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長

三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合（前二号に掲げる場
合を除く。） 当該主任の大臣

四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

提案に至った経過②

教教
育
長

上
級
行
政
庁

有
無
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Ｑ処分庁等の最上級行政庁 とは何か？

Ａ「「上級行政庁」とは、当該行政事務
に関し、処分庁等を直接指揮監督す
る権限を有する行政庁をいう」
逐条解説行政不服審査法Ｐ25（平成27年4月 総務省行政管理局発行）

提案に至った経過③
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Ｑ教育委員会は教育長を指揮監督できるか？

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

「第17条 教育長は、教育委員会の指

揮監督の下に、教育委員会の権限に
属するすべての事務をつかさどる。」

平成26年の法改正で削除

Ａ 教育委員会は、教育長への
指揮監督権がなくなった。

提案に至った経過④
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Ｑ教育長はどんな立場になったか？①

「教育委員会は引き続き合議体の執行機関であるため、教育長は

教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にあること

に変わりはなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行を行う

ことはできないものであること。」

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について

（平成26年7月17日 各都道府県知事等あて文部科学省初等中等教育局長通知）

Ａ 教育委員会と教育長は、上下関係
にあるようにも解釈できる。

＝教育長の行政処分に対する審査請
求の審査庁が明確ではない。

提案に至った経過⑤
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Ｑ教育長はどんな立場になったか？②

提案に至った経過⑥

7
（文部科学省ホームページより）
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Ｑ教育長はどんな立場になったか？③

提案に至った経過⑦
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（文部科学省ホームページより）
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【支障事例①】

同じ法律に基づく制度であるのに、地方自治体の解釈により行政
不服審査制度の運用手順が異なる。
【支障事例②】

地方自治体が審査請求できる旨を教示する際、審査庁の記載に
苦慮する。
【支障事例③】

審査請求を経た行政処分が訴訟に発展する場合、原処分の取消
訴訟だけでなく、審査請求の裁決の誤りも問われる可能性もあり
（※）、地方自治体のリスクが増す。
【支障事例④】

教育長に委任された事務をさらに事務局職員等に再委任（地教
行法第２５条第４項）した行政処分の場合、審査庁となる最上級
行政庁が教育長と教育委員会のどちらかが不明確

現状①

※東京地裁平成24年（行ウ）第591号行政処分取消義務付け等請求事件で、特許庁が法解釈
を誤ったとして異議申立ての却下を取り消された事例 9
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【支障事例⑤】

教育長が審査庁になる場合、合議体組織（教育委員会や行政不
服審査会）の関与がなく、平成２６年行政不服審査法改正の趣旨
である公正性の確保や妥当性のチェックが担保されない（下図参
照）。

⇒教育委員会が委任した行政処分の審査庁は「教育委員会」と法
律で明記すれば支障事例①～⑤はすべて解消

現状②

教育委員会

市民

教育委員会
会議 ①

②

④ ③

⑤

教育長

市民

審理員（市
教委職員） ①

②

④
③

⑤
市長

市民

行政不服審
査会 ①

②

⑥ ⑤

審理員
（市職員）

⑦

④③

【【教育委員会が処分庁・審査庁】 【教育長が処分庁・審査庁】 【市長が処分庁・審査庁】

※分かりやすくするため、手順を簡素化しています。

処分 審査
請求

付議

決定

裁決
処分

処分

審査
請求

審査
請求

指名

意見

裁決
指名 意見

答申

諮問

裁決
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

具体的提案内容

（事務の委任等）
第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。
五 次条の規定による点検及び評価に関すること。
六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
七七 教育委員会に関する審査請求及び訴訟に関すること。

（抗告訴訟等の取扱い）
第五十六条 教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行

政庁の処分（行政事件訴訟法 （昭和三十七年法律第百三十九号）第三条第二項 に規定す
る処分をいう。以下この条において同じ。）若しくは裁決（同条第三項に規定する裁決をい
う。以下この条において同じ。）又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の
職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項 （同法第三十八条第一項 （同法第四
十三条第二項 において準用する場合を含む。）又は同法第四十三条第一項 において準用
する場合を含む。）の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共
団体を代表する。

２ 第二十五条の規定により教育委員会の権限に属する事務の全部又は一部を委任した場
合における当該事務に関する処分についての審査請求は、当該教育委員会に対してする
ものとする。 11

追加

追加
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委任の効果について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、

その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長を

して臨時に代理させることができる。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任す

ることができない。

（次に掲げる事務 略）

「公法上の「委任」とは、行政庁がその権限を受任者に委譲し、その権限を受任者の権限と
して、受任者の名とその責任において行わせることである。したがって、その行為に関して
の責任は受任者が直接負い、委任をした者はそのような事務の委任の可否についての責
任を負うにとどまる。委任はこのような効果を持つものであり、法令の定める行政庁の権限
を変更するものであるため、これを認める法令の根拠を必要とする。」
（逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律Ｐ256 平成27年3月5日第四次新
訂版 第一法規㈱発行 文部科学省初等中等教育局等職員編著）

その他①
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参考法令

【【生活保護法】 審査庁を明記している例①

第６４条 第１９条第４項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又

は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第５５

条の４第２項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をそ

の管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、

都道府県知事に対してするものとする。

【地方自治法】 審査庁を明記している例②

第２５５条の２ 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請

求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとす

る。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除く

ほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。

一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 当該処分に係る事務を規定する法律

又はこれに基づく政令を所管する各大臣

二 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）の処分

都道府県知事

三 市町村教育委員会の処分 都道府県教育委員会

四 市町村選挙管理委員会の処分 都道府県選挙管理委員会

その他②
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重点番号６：家庭的保育事業等における連携施設の要件緩和（越谷市）
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